
u当院は訪問リハビリを開始します！！
u開設時期：平成30年年4⽉月から予定しています
u利利⽤用対象者
⻄西区在住で介護認定を受けている⽅方
かかりつけ医が訪問リハビリの必要性を認めた⽅方
原則，３ヶ⽉月に１回の当院の外来受診が可能な⽅方 など


